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546．軍法會議庭理件数及人員　（総数、師管別） 績 547．軍人軍厨犯者刑名　（纏敷、罪名別） 績

前年ヨリ越 本年新受 合　　　計 既　　　決　　　　未　　　決

件数 人員 件敷 人員 件数 人　員 件敷 人員　　件数 人員

管師
一
二
三
四
五
　
六
七
八
九
十

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

＝
一
三
四
五

＋
＋
十
＋
＋

第
第
第
第
第

六
七
八
割
湾

　
　
　
ヒ

‡
＋
鰯

第
第
第
朝
盗

順
陽遷束關

］　
］
・

6
0
8
0
9

6
3
3
4
2

1

6
4
7
0
4
7
3
9
5
1
1
1
6
8
1

2
1
2
3
2
2
4
　
3
2
2
2
3

2
5
認

　
　
6

7
0
8
2
9

6
9
U
3
4
2

1

6
4
7
・
0
4
エ

9
臼
寸
⊥
O
臼
口
∂
り
自

7
3
9
ρ
D
1

　
　
　
　
　
1
1
6
8
1

2
4
　
3
2
　
2
2
32
5
　
6

　
　
巨
◎

6
n
O
n
b
8
ρ
0

0
5
p
◎
0
5

0
錫
　
　
　
1

8
7
3
0
7
8
2
8
6
8
4
5
5
6
8

4
4
3
3
5
8
6
1
4
4
4
4
4
3
1

6
0
V

　　　師　　管　　別
　　（大　正　三　年）
218’　　　　　372　　　　　　　385

56　　　　　86　　　　　86
56　　　　’94　　　　94

131　　　　　　148　　　　　　　173

56　　　　85　　　　　85

481　　　74　　　　74
47　　　　61　　　　　61
35　　　　　60　　　　　62

30　　　　60　　　　　60
59　　　　　81　　　　　83

91　　　　　　115　　　　　　1L8

66　　　　　　105　　　　　　109

18　　　　27　　　　　27
47　　　　　81　　　　　82
49　　　　　69　　　　　70

44　　　　　65　　　　　65
45　　　　　66　　　　　66
48　　　　　81　　　　　81
44　　　　　44　　　　　52
23　　　　　19　　　　　24

　6　　　　　8　　　　　8
　9　　　　　14　　　　　14

　　　・1，815　　　　　1，882

7
・
4
0
3
8

ハ
0
5
8
0
P
O

9
一
　
　
　
－

1
6
6
5
2
1
5
8
2
0
9
7
1
3
7
6
1

5
4
3
2
6
8
6
1
5
5
3
4
5
3
1
　
　
1

0
4
ユ
0
8
8

8
5
8
2
p
O

り
臼
　
　
　
ー
エ

1
6
8
5
4
4
9
8
3
1
9
7
4
1
8
6
1

5
4
3
2
6
8
6
1
5
5
3
4
5
4
1
　
　
1

5
2
4
5
7
・

0
3
1
4
り
一

1

3
5
4
5
9
1
0
9
9
9
6
9
0
1
2

2
1
2
3
1
3
4
　
2
1
2
1
3
1

2
3
碍

　
　
5

5
2
4
5
7

0
3
1
4
ム
2

1

3
5
1
5
9
4
0
9
9
9
6
9
0
1
6

2
1
2
3
1
3
4
　
2
1
2
1
3
1

∩
4
n
δ
　
ワ
●

　
　
6

　
　
5

表中既決ハ堪刑、無罪免訴、消滅、管轄違等ナリ○明治四十年ノ未決ト同四十一年ノ越高卜差異ア）レノ・前年ノ未決ニノ・明治四十年

五月中二閉鎖シタル第十三乃至第十六師團及樺太守備隊二係ルニ十三件二十四人ノ未決縫承チ包含セシニ由ル○本表ノ外高等軍法

會議ニテ再審…セシモノ明治三十四年ニー件一人同三十五年二四件六人同三十六年同三十九年二各一件一人同四十年二二件二人アリ

547．軍人軍鳥犯者刑名　（穂敷、罪名別）

罪 名

‥
…
…
罪
…

罪
…
…
ノ
…

ノ
罪
罪
造
…

火
ス
ノ
6
…

失
侵
造
券
罪

及
チ
僻
謹
ノ

火
居
書
債
謹

放
住
丈
有
偉

罪
…
∵

ル
…
　
◆
°

ス
…
…
‥
‥

關
…
‥
°

⇒
…
…
…
罪

籔
…
…
…
ノ

富
罪
罪
罪
害

及
ノ
ノ
ノ
傷

博
職
人
害
失

賭
漬
殺
傷
過

罪
罪
…
罪
罪

ノ
ノ
…
ル
ノ

盗
嘱
一
ス
匿

強
恐
罪
關
隠
計

及
及
ノ
ニ
及

盗
欺
領
物
棄
合

窃
詐
横
賊
敦

普
通
　
刑
法

諸法令違犯・・－i

　纏、計…・・

懲　　　役 禁　　　鋼

1

死刑
無期 有期 無期 有　期

罰　金 拘　留 科料 合　計

口　
　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
∋

一i

1

1

1

21

2
12皐

8
2‘

3
2

1

53

462
113
98

　4
　1

763

7

937 1］2

－
一
2

12

@
一
2
8
9

52

11

63

6
一
一
4
（

10

2

12

3
0
綱
4
只
V
9
一

　
　
　
　
　
1
2
2
5
9

　
　
1
　
　
　
9
鋼
　
　
8

2
3
8
4
1

方
0
1
9

4
1

60
一

8

20

1，125

次
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

年
年
年
年
年
年
年
年
年
轍
㊤
年

年
珊
繧
廿
＋
仁
福
情
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

瀧三

O
三
四
四
四
四
四
四
正

　
明
同
同
同
同
同
同
同
同
同
大
同

名
…
∵
竺

　
…
罪
…
ノ
…

　
…
ノ
…
壊
…

　
罪
迫
罪
損
罪

罪
膨
轡
鷺

　
辱
暴
逃
軍
違

計合

　
陸
軍
刑
法

1，710

1，377

1，522

1，897

1，730

1，842

1，672

1，290

1，038

1，037

1，090

　938

74
57
29

工67

　　穂　　　　　　　戴
（自明治三十四年至大正三年）

　　　　183　　　　　36
　　　　237　　　　　32
　　　　204i　　　　42
　　　　180　i　　123
　　　　192［　　　　54
　　　　222　　　　　50
　　　　158　　　　　42
　　　　　96　　　　　34
　　　　118　　　　　35
　　　　164　　　　　51
　　　　　79　　　　　64
　　　　112　　　63　1

　罪　　名　　別
（大　　　　　　年）

22

112

合計1

1，958

1，661

1，782

2，222

1，993

　　　　．A．
i
i
翼
遍
1

1・’2S

761

爵き一’
lli－

L’7‘J

548・軍人軍閨犯者官職　（纏敷、罪名別）

軍 人 軍 厨

l　　l　　l　　l l　　l l　　l
上長官　士官　准士官　下士　　卒　　生徒　　計　　高等官列任官

雇溺
常人 合計

　　　年　　　　…欠

明治三十四年………・

同　三十五年・⑳…　　…

同　三十六年…・………　　　・・

同　三十九年……

同　四十年……・・……　・・…

同四十一年・…

同四十二年…………

同　四十三年・…・

同　四十四年…

同　四十五年大正元年・

大正二年……・…

同　三　年・・……・・

名罪

．
一
…
罪
…

…
罪
…
ノ
…

…
ノ
…
壊
…

罪
迫
罪
損
罪
計

ノ
脅
ノ
物
ノ

職
行
亡
用
令
合

辱
暴
逃
軍
違

　
陸
軍
刑
法

2

1

1

6
ワ
．
9
8
0
0
V
O

　
　
　
　
ー
エ
　
　
ー
ユ

3

一
δ
p
D
O
O
5

一
］

1

1

0
ぶ
3
3
9
鋼
－
凸
2

4

り
臼
－
ふ

128

119

131

82

84

102

136

80

－
ρ
リ
ワ
．
3

5
ρ
0
8
只
U

4
3
2
一
4
1
3

　穏　　　　　　　敷

（自明治三十四年至大正三年）

1，752

1，452

1，561

1，694

1，772

1，973

1，685

＊　　3

1，314

＊　　1

1，127

1，174

1，144

1，005

72
　8
70
58
47

255

8
6
3
5
4
〔
1

　
1
▲
ー
ム

1

3
罪（大

一
－

1

1，895

1，596

1，716

1，792

1，874

2，087

1，835

1，401

】，187

1，246

1，236

1，097

　名

正　　三

　76
　13
　72
　58
　51

270

1

1

1

　
）

‖
年

兄

O
V
4
2
0
り
Ω
4
2
3

4

0
0
ー
ユ
ー
占
－

54

61

64

174

52

40

44

38

4
2
n
◎
7
．

り
臼
O
白
9
■
9
ぷ

9

9

63

65

66

183

55

42

47

43

n
6
0
0
0
V
8

Ω
4
0
θ
0
4
9
綱

9

一

9

ワ
・
4
宝
’
－

」
僅
0
0

2

1，958

1，661

1，782

2，222

1，993

2，130

1，882

1，444

1，215

1，269

1，265

1，125

76
13
81
58
51

279



751陸28，

（穂数、藍獄別）衛戌監獄職員550．

　　　1同四十同四十

@　　i三年末‘四年末

　　　1

ｯ二

N末

大正三年十二月三十一日

監　獄

明　治

O十四

N末

同三十

ﾜ年末

同三十

Z年末

同三十

續N末

同四十

N末

同四十

齡N末

同四十

�N末

大正元

N末
　　　1監獄長矯守長　　　1

看守 役使 合計

東　　京
蛛@　蜜

ｼ古屋
蛛@　阪
A　　島

F　　本旭　　川

O　　前
焉@　澤
P　　路

P通寺
ｬ　　倉
a@　m
F都宮
d　　橋

栫@　都
ｪ　　山

v留米
ｩ　　鮮
諱@　北

吹@　東
ﾉ　　陽

轟v

器
；
1
3
1
塁
i
8
2
9
翌
：
一
一
二
：
3
7
：
4
1
8

i
i
；
；
1
1
；
；
芸
1
1
器
ニ
ー
：
：
2
5
：
2
8
8

i
l
鵠
1
1
芸
；
1
1
1
；
：
一
：
：
2
6
：
2
8
9

i
i
l
｝
1
1
；
1
｝
｝
1
1
｝
；
：
一
：
二
2
1
竺
3
2
5

翌
；
1
1
1
芸
芸
1
1
曇
：
一
：
云
1
5
竺
3
2
7

裟
；
；
］
1
弦
｝
｝
1
1
暴
：
1
0
　
1
；
；
1
5
竺
3
8
0

翌
；
；
1
1
；
｝
丑
1
1
蓋
芸
1
1
｝
｝
昆
1
4
竺
3
8
5

翌
2
1
1
芸
｝
｝
1
1
，
1
｝
｝
1
1
1
｛
｝
1
1
4
｝
1
3
4
8

　　翌

@　器　　11

@　駕

@　蓋　　11

@　鵠

@　芸　　11

@　芸

@　H　　14

@　｝l

撃R53

認
1
；
1
1
翌
芸
1
1
；
；
｝
｝
1
1
芸
｛
｝
1
4
1
1
3
4
2

i
｛
品
1
1
丑
1
；
1
1
芸
｛
｝
1
1
｝
｝
芸
1
1
芸
3
5
2

　　｝

@　｝　　1

@　｝

@　｝　　1

@　｝

@　｝　　1

@　｝

@　｝　　1

@　圭

P　22
P

箋
…
2
；
…
2
i
；
2
；
…
2
；
5
2

4
1
、
1
　
6
　
6
　
6
　
6
，
1
　
6
　
6
　
6
　
9
　
6
　
6
2
2
4

1
…
2
箋
；
2
…
ハ
2
…
ハ
2
；
5
9
　
1

54

|
1
｝
翌
丑
1
1
u
｝
｝
1
1
｝
｝
H
1
1
丑
3
5
7

本表ハ陸軍部内ノ他ノ官衙ヨリ兼職セル者ヲ包含ス○大正三年小倉衛戌監獄ノ役使中＝ハ囑託二名チ含ム

一
（総籔、監獄別）衛戊監獄出入人員551．

未　　　　　決 既　　　　　決 未決既決

前年ヨ

渇z 入監 出監 死亡

残留罐天§　　‘

前年ヨ

渇z
入監

A

出監 死亡 残留
卒均一圓
ﾝ藍人員

残留
牢均一日
ﾝ監人員

622．17

660．85

645．83

620．98

660．25

727．46

706．05

598．44
　　　1．37

531．81
ee　1．53

483．88
馨　0．36

447．21
ee　O．70

410．22

83

墲
S
7
娼
8
1
0
7
1
8
路
1
6
3
5
7
3
2
5
9

5
5
5
5
5
6
6
5
4
3
4
3

541．64

582．49

574．91

545．94

592．71

651．11

623．67

516．18

eeO．08
481．95

x　O．08
432．97

x　O．05
404－．88

eeO．02

366．85

妊
飢
9
7
0
9
邸
6
0
飽
路
約
誕
。
6
鵠

　
　
5
4
5
5
5
5
4
4
3
4
3

510

4
6
6
4
6
1
3
1

X
　
　
×

10

@
1
　
2
　
1
　
1

三年）

　1，972

2，586

2，385

2，379

2，270

2，464

2，003

1，643

　　　　9

1，356

　　　14

ユ，434

　　　　8

1，694
　　　10

1，710

至大正

2，0031

＋四年

5201

2，570

2，367

2，337

2，311

2，485

2，030

1，554

苦　　9

1，310

×　14
1，333

ee　8
1，767

苦　10

1，641

穂
≡

臼
2
1
貌
0
9
“
6
0
8
3
8
4
訂
M
O
6

5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
4

1
：
｝

501

341

381

471

（自明溜

　　80．51

　　78．36

　　70．92

　75．04

　67．54

　76．35

35
31「

　1

26

23

26

23

82．38

　　52．27

　　　1．29

　　49．86

　　　1．45

　　50．91

　　　0．31

　　42．32

ee　l）．67

43．37

2
　
　
2
　
　
1
　
　
Ω
4
　
　
3

2
　
一
1

2，455

2，420

2，426

2，294

2，237

2，442

2，134

1，595

　　ユ1

1，369

　　30

1，415
　　　8

1，425

　　13

1，294

　2，467

　2，410

　2，447

　2，275

2，244

　2，451

2，122

　1，593

苦　　12

　1，364

　　　30

　1，412

ee　　8
　1，428

壬　　13

　1，291

32

S2

R0

T5

R4

R8

S7

R5

R1

P
2
6
2
3
2
6

　年　次
明治三十四年…

同　三十五年…

同三十六年…

同　三十九年…

同四十年…
同　四十一・年…

同　四十二年…

同四十三年…

同四十四年…

溝
年
年

同四十五年大正

大正二
同　　三

s．ノ」

軍陸2R，750

‘
ん

績大正三年（穂数、罪名別）軍人軍属犯者官職548．

●r－・・《

へ
一

’

合計常人

属軍

計凋任’創雇傭高等官計生徒

人
　
　
卒

軍

一
∋
，

　
下上長官1士官i准士官

名罪

3
2
4
8
2
1
2
2
5
9
2
3
8
4
1

　
　
1
　
　
　
　
　
り
●
　
　
　
　
Q
U
　
　
　
6
1
0
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
ー
ユ

　826

　　　20

1，125
一

1
1
一
6
1
4
4
2

19

2s

1
　
一
6
1
4
4
2

］8

27

一
－

｛

1

1

3
0
4
4
8
2

　
　
1　1

一

20
　　1

　　2

79
　　8

458
109
96

　　4

　　1

807

20

一
－
一
－

O
】

3 1・097　i

り
・
2
2
8
0
白
20

　　2

68
　　6

436
100
70

　　4

732

18

1，005

－
⊥
　
　
　
－
⊥

一
－
一
1
0
1
2
2
8
2
5
1
7
0

83

一
－
一

1

1

一
1
一
ニ
ー

∂
】
　
2
　
　
・
0

　
　
∵
‥
罪
…
‥

°
‥
‥
…
　
ル
…
…
‥
一

　
‥
…
罪
…
ス
…
一
゜

罪
…
…
ノ
…
闘
…
…
…
…
罪
罪
…
罪
罪

ノ
罪
罪
洗
エ
…
二
…
…
…
罪
ノ
ノ
…
ル
ノ

火
ス
ノ
促
…
籔
…
一
…
ノ
盗
喝
一
ス
匿

失
侵
造
券
罪
富
罪
罪
罪
害
弧
恐
罪
關
隠

及
ヲ
僑
諮
ノ
及
ノ
ノ
ノ
傷
及
及
ノ
ニ
及

火
居
書
債
讃
博
職
人
害
失
盗
欺
領
物
棄

放
住
文
有
偲
賭
漬
殺
傷
過
窃
詐
横
賊
籔

　
　
　
　
　
　
普
通
刑
法

　＼合　計

諸法令泣犯・・

　総　計・…

計合

表中Xバー年志願兵ナリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
本表軍園雇傭中ニハ軍役志願者ノ虚刑者明治三十六年二四十四人同三十五年二四十六人同三十四年二八人9・包含ス
軍人軍厨犯者官職ヲ刑名別トシテ掲クレハ次ノ如シ

麗軍人軍

計高等官1剣任官1雇傭計生徒卒」溺仁｛⇒准士川一ド士
名刑

　　1

937
112
63
12

1，125

一
1
7
6
4
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